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処分の概要 延滞金の減免

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市債権管理条例 第8条第4項

例 規 番 号 令和2年条例第12号

【根拠条文】

(延滞金)

第8条 市長等は、納期限後にその納付すべき公債権に係る歳入の納付があった場合において

は、当該納付金額(次項において「納付金額」という。)にその納期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満

の端数があるとき、又は納付金額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額

を切り捨てるものとし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が

1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割

合とする。

4 市長等は、前条の履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認

める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

【基準】

根拠条文に同じ。

標準処理期間 15日

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 8 月 15 日 最終変更年月日 令和 3 年 7 月 28 日


